
2023 QCメンバーをご紹介します！

【リーダー】
浦田 準

【資産税部】
菊川 真弓

【法人監査部】
山口 輝

【法人監査部】
嶋田 花純

【管理役】
白波瀬 隼人

■リーダー浦田よりひとこと■
今年のQCのテーマは「コミュニケーション」です。コロナ禍で自粛しておりましたが、4年振りに様々なイベ
ントや社内研修等を再開いたします。これらの企画を通じてメンバー間のコミュニケーションを図りチーム力
の底上げに繋げていくことが狙いです。皆さまにも普段とは違った京都経営メンバーの一面をお見せできれば
と思いますので、一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
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2023 QC年間活動予定ご紹介
育休復帰社員ご紹介

総務部
吉田 加奈子
Kanako Yoshida

2人目の育児休暇を頂き、この度
復帰させて頂きました。まだま
だ甘えん坊の長女(5歳)、早くも
イヤイヤ期に突入した次女(1歳)、
口ではなにかと文句を言いつつ
も優しい旦那さんに囲まれて賑
やかな毎日を送っています。

お電話や京都経営へお越しの際
は、明るく丁寧に笑顔での対応
を心掛けさせて頂きます。今後
とも何卒よろしくお願いします。

法人監査部
池田 春美
Harumi Ikeda

一年と少しお休みを頂戴し、お
客様及び社内のメンバーたちの
支えがあり、復帰させていただ
きました。

こどもの成長に日々驚きながら、
自分自身もまだまだ成長しなけ
ればと痛感します。

これからもどうぞご指導、ご鞭
撻のほどどうぞよろしくお願い
いたします。

新型コロナウイルスの感染法上の分類が5月8日から、季節性インフルエ
ンザと同じ「5類」に引き下げられました。これまで自粛していた一部の
ＱＣ活動も今年度は積極的に再開していく予定です。

今年度の活動予定は下記になります。実施した活動は今後の京都経営Ｎ
ＥＷＳでもご紹介させて頂きます♪

今春は２名の社員が育児休暇から
復帰させて頂きました♪

9月にバーベキュー開催予定
です。家族への感謝の気持ち
を込めて、従業員の家族も参
加予定です♪グランピングに
なるかも！？

毎月２回各課からメンバーを
選出し、５名程度で順番にラ
ンチへ行きます。普段接点の
少ないメンバーとも親睦を深
めたいと思います♪

いよいよ復活！？４年ぶりの忘
年会です。仕事納めの１２月２
８日、皆でワイワイおいしいお
酒とお料理を頂きます♪

現在毎週月曜日の朝、事務
所内の掃除を実施していま
す。地域貢献の為、６月～
事務所周辺のゴミ拾いを再
開予定です。

退社時にデスク上や足元周
りの整理整頓を行い、きれ
いな事務所を維持します。
７月、１０月に整理整頓企
画を予定しています。

メンバーやお客様に対する
挨拶を忘れないよう、徹底
します！６月、１１月が強
化月間です。

乞うご期待
ください！



■会社名■ 税理士法人 京都経営
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン
社会保険労務士法人 京都経営

■代 表■ 代表社員／代表取締役 大江 孝明

■住 所■ 〒６１２−８３６２
京都市伏⾒区⻄大⼿町３０７ エイトビル５Ｆ

■ＴＥＬ■ ０７５−６０３−９０２２

http://www.kyotokeiei.com/ 

編集よりちょっとひとこと会社概要

久しぶりの京都経営ＮＥＷＳ、楽しく作成さ
せて頂きました。今年度はコロナが落ち着い
て、楽しい記事をお届けできそうです♪今後
ともよろしくお願い致します。

総務部 吉田

Ｐ
経営者保証の今をご紹介！～経営者保証ガイドラインの適用が変更になりました～

経営者保証ってなに？

中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることです(保証
債務を負うこと)。 企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代
わって返済することを求められます(保証債務の履行を求められます)。

経営者保証ガイドライン～３要件を満たせば経営者保証は不要になるかも！？～

経営者保証に関するガイドラインでは、経営者保証の弊害を解消しながら、経営者による思い切った事業展開や早期事
業再生などを応援するためのルールが定められています。

経営者保証ガイドラインでは、経営者保証を要求しないことを検討する融資の要件として、以下の3つを定めています。

法人と経営者の
関係の明確な区
分・分離

財務基盤の
強化

財務情報の正確な把
握、適時適切な情報
開示等による経営の
透明性の確保× ×

2023年4月より、金融機関が融資の際に個人保証を要求する場合には、この3要件を踏まえ「何故、経営者保証をとる
のか」と「どうすれば経営者保証を外せるのか」を経営者側に説明し、記録することが必要となりました。

なぜこのようなガイドラインが出来たの？

経営者保証は、経営の規律付け等に寄与する面がある一方で、経営者保証が必要であることが起業や円滑な事業承継、
早期の事業再生を妨げる要因となっている側面がありました。このような状況を改善するため2013年に「経営者保証ガ
イドライン」が策定されました。また、この度の改正は経営者の個人保証に依存しない融資慣行をより一層加速させる
ためのものと言えます。

もっと具体的に知りたい方は京都経営までご相談ください！

ickup 今、旬な話題をお届けします

次号では、お客様の持続的な成長発展を我々京都経営がどのようにご支援できるかの具体策を掲
載させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

今回の変更は、金融機関に追加の説明を求めるだけでなく、中小企業者の健全な成長発展へ向け
た取組みを後押しすることに他なりません。私たち京都経営も地域金融機関の皆様と協働しお客
様の持続的な成長発展をご支援させていただきたいと考えております。「自社について3要件の
合致状況を知りたい」「具体的に3要件を達成できる取組みを進めていきたい」といったご相談
がありましたらお気軽に京都経営までお問い合わせください。

http://www.kyotokeiei.com/

